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令和７年度 

（2025年度） 子ども未来部の取り組み 
＜部長の方針・考え方＞ 

「子ども・若者が笑顔で健やかに成長できるまち枚方」の実現をめざし、子ども・若者、子育て当事者等へ

の切れ目のない支援を総合的かつ計画的に推進するため令和７年３月に策定した「枚方市子ども・若者総合計

画」や、「子どもを守る条例」に基づき、さまざまな施策の推進と取り組みの充実を図るとともに、令和６年４

月に開設した「まるっとこどもセンター」において、児童福祉分野と母子保健分野の相談・支援などを一体的

に行います。 

保護者の皆さんが安心して楽しく子育てができ、そして枚方の全ての子ども達が笑顔で健やかに成長できる 

よう、子育て世帯のニーズに即した支援・サービスを提供します。さらに、新婚等の世帯への支援を行うこと

で、若者世代の転入・定住促進等につなげます。 

  

[重点的な取り組み] 

①妊娠・出産から切れ目なく子どもの育ちを見守る包括的な支援の充実 

②子どもが安心して就学前の教育・保育を受けられる環境づくり 

③子育てに対する相談体制及び地域の子育て支援の充実 

④児童相談所の開設準備 

⑤子ども・若者が社会生活を円滑に営める環境づくりと支援の充実 

⑥待機児童対策の推進 

 

＜部の構成＞ 

子ども青少年政策課 

私立保育幼稚園課 

公立保育幼稚園課 

市立ひらかた子ども発達支援センター 

保育幼稚園入園課 

まるっとこどもセンター 

 

＜主な担当事務＞ 

⑴子ども・青少年の健全育成に関すること 

⑵私立保育所（園）等との調整に関すること 

⑶市立保育所・幼稚園及び児童発達支援センターに関す

ること 

⑷保育の利用など子育て支援に関すること 

⑸母子保健、児童福祉施策に関すること 

⑹子ども、若者、ひとり親家庭等の相談・支援等に関す

ること 

⑺児童虐待の防止に関すること 

 

 

重点的な取り組み：妊娠・出産から切れ目なく子どもの育ちを見守る包括的な支援の充実 

【施策シート：１４―０１、１５－０１、１５－０３、１５－０４】 

 

交通の利便性が高い枚方市駅前行政フロアの「まるっとこどもセンター」で、引き続き妊娠届

出の受付や乳幼児健診、家庭児童相談、ひとり親相談、子ども・若者相談等を実施し、妊娠期か

ら出産、乳幼児期から主に 18歳までの子育てを包括的に支援します。 

令和７年４月から、国が「出産・子育て応援事業」に代わる新たな個人給付として制度化した

「妊婦のための支援給付」については、保健師や助産師が妊娠届出時の面談や新生児・乳児訪問

の中で各時期に応じた情報提供や相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と効果的に組み合

わせて妊娠に対して５万円、妊娠している子どもの人数に応

じて５万円を支給します。妊婦健康診査については、安心し

て出産を迎えてもらえるよう、出産予定日を超えても利用で

きるように補助回数を増やし、乳幼児健診については、新た

まるっとこどもセンターでのマタニティスクールの様子 
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に５歳児健診を設け、子どもの特性の早期発見や適切な支援への接続を行うことで、安心して就

学が迎えられるように取り組みます。 

令和６年 10 月に開設した児童育成支援拠点「こどもスペースふらっと」は開所日を週３日か

ら週５日に拡充し、校区外の小学生など通所が難しい子どもが利用できるよう新たに送迎支援を

開始します。ひとり親家庭への支援に関しては、令和８年の共同親権への民法改正を控え、より

高い専門性や即応性が求められていることから、弁護士相談の予約枠を月２回に拡充します。 

 

取り組みの成果を測る指標 令和７年度目標値 令和６年度実績（参考） 

アウトリーチによる支援数 12,000件 10,958件 

 
 

重点的な取り組み：子どもが安心して就学前の教育・保育を受けられる環境づくり  

【施策シート：１５―０１】 

 

保護者からの保育所等で使用する午睡用ふとんの持ち運びが大変といった声を踏まえ、保護者

の負担軽減を図るため、４月より全ての公立保育所において「ふとんの定額サービス」を導入し

ます。 

現在実施している全公立幼稚園における 35 食を上限とした選択制給食と、夏休みなどの３季

休業期間に 35 人を上限とした預かり保育について、令和６年度に市立枚方幼稚園で預かり保育

並びに幼稚園給食の上限を 45 人（食）に試行的に拡充した結果を検証し、保護者の皆さんの負

担軽減や園児達のニーズを踏まえながら、希望者全てに提供する形での全員喫食の実施や預かり

保育の上限拡充について、今後の方向性を検討します。 

きょうだいが別園になる（なった）ことで毎日の送迎や園行事への

参加等の負担が大きい、といった保護者からの声に対応するため、利

用調整点数の加点等を継続し、引き続き、きょうだいが同園に通いや

すくなるよう取り組みます。 

市立ひらかた子ども発達支援センターにおいて、子どもの成長・発

達を促すため、早期療育の提供を行うとともに、音楽を身近に親しむ

機会や、動物とのふれあいなど、特色のある取り組みを進め、療育の

充実に努めます。 

市内の公私立保育所（園）、幼稚園、認定こども園に臨床心理士等が

訪問し、在籍する配慮を必要とする児童の発達検査や発達相談を通じ

て、保護者や保育士等へアドバイス等を行う巡回相談・保育相談につい 

て、令和７年度は、幼稚園、認定こども園に対する巡回回数を、公私立保育所（園）と同様に年

２回に増やします。また、引き続き、難病を含め支援が必要な子どもたちに対する加配保育士制

度に取り組みます。 

障害児等配慮が必要な子どもを受け入れる体制を確保し、通える保育所（園）等の選択肢の増

加や、それによる利便性の向上、負担軽減が図れるよう、加配職員に係る私立保育所（園）等に

対する人件費補助の拡充を行います。 

子ども発達支援センターでの 

音楽を身近に楽しむ取り組み 
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また、公立保育所及び幼稚園において、10 月よりアプリの連絡帳機能を導入することで、保

護者の利便性向上を図るとともに、同機能を活用し、写真や映像で子どもの状況を発信するなど、

さらなるサービスの充実を図ります。 

 大規模な自然災害等が発生した場合の社会機能を維持するため、両親がともに医療従事者であ

る場合等を対象に、公立施設における応急保育体制の整備を進めます。 

 

取り組みの成果を測る指標 令和７年度目標値 令和６年度実績（参考） 

きょうだいがいる保育所（園）

への内定率 
85％ 83％ 

きょうだいがいる保育所（園）

への転園による内定率 
50％ 48％ 

私立保育所（園）等での障害児

等の受け入れ人数 
156人 152人 

※内定率及び受け入れ人数に係る令和７年度目標値、令和６年度実績（参考）については、それ

ぞれ翌年度４月１日時点の値を記載しています。 

 
 

重点的な取り組み： 子育てに対する相談体制及び地域の子育て支援の充実 

【施策シート：１５―０２】 

 

在宅での子育て支援の充実を図るため、既存施設のバランス等を考慮しながら、新たに長尾保

育園、枚方たんぽぽ保育園の２か所に地域子育て支援拠点施設を開設し、13 か所から 15 か所

に拡充します。 

また、枚方市子育て応援アプリ「スマイル☆ひらかたっ子」について、現在の予防接種スケジ

ュール管理や健康診査の記録、子育てイベント等の情報発信に加え、保護者の利便性が高まるよ

うな機能の拡充等について検討を行います。 

家庭で保育を行っている未就園児への取り組みとして、保護者の就労状況などに関わらず利用

ができる「こども誰でも通園制度」の令和８年度からの本格実施を見据え、７月より渚西臨時保

育室で試行実施を開始します。 

さらに、子育て世代からのニーズが高い、子どもの遊び場の拡充に向けて、公設市場サンパー

ク跡に、就学前児童を対象とした屋内型施設「（仮称）子ども未来館」の令和９年６月の完成を

めざし、設計を実施します。この施設には、室内遊具や絵本コーナー等を備えるとともに、親子

の広場として親しまれている地域子育て支援拠点の役割と相談機関の機能も備えることで、気軽

に子育て相談ができる環境を整えます。 

令和６年度に公立４か所の地域子育て支援拠点に開設した地域子育て相談機関を４か所追加

して市内の各エリアに設けた上で、まるっとこどもセンターと連携して必要な支援にあたります。 

 

取り組みの成果を測る指標 令和７年度目標値 令和６年度実績（参考） 

地域子育て支援拠点事業利用者数 66,300人 63,140人 

子育て支援アプリ登録件数 14,000件 13,538件 
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重点的な取り組み： 児童相談所の開設準備 

【施策シート：１５―０３】 

 

本市独自の児童相談所と一時保護施設の開設に向けて、設置候補地の調整を引き続き行うとと

もに事業手法やライフサイクルコストを含めた検討を行い、基本計画を策定します。また、開設

までに必要な人材の確保・育成ができるように、派遣研修や移譲事務に関して大阪府等関係機関

との調整を行います。さらに、児童相談所開設後を見据えて児童養護施設の誘致を進めます。 

 
 

重点的な取り組み： 子ども・若者が社会生活を円滑に営める環境づくりと支援の充実 

【施策シート：１５―０４，１６―０４】 

 

いじめや不登校、虐待など、子どもが抱える課題が複雑・多様・複合化する中、市内在住・在

学・在勤の 18 歳までの子どもを対象としたＳＮＳ相談を実施し、子ども自らが気軽に相談でき

る環境を整えるとともに、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を中学校区ごとに配置し、引

き続き児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけ、必要な場合は多機関連携のもと重層的な支援

を行います。 

青少年のひきこもり等の支援については、進路未決定のまま中学を卒業する可能性がある子ど

も・若者やその保護者に対し、教育委員会と連携して必要な支援につなげるとともに、多様な進

路の選択肢があることを周知し、情報収集できる機会を提供します。枚方公園青少年センターで

実施している専門相談員による青少年相談について、若者アンケート結果より得た若者世代のニ

ーズを踏まえ、対象年齢をおおむね 39 歳までに拡充し、幅広い世代の若者を含めた相談体制の

整備により、さまざまな問題の早期解決を図ります。「子ども食堂」については、令和４年度に

創設したトライアル補助金の活用などにより、新たに子ども食堂を開設しやすい環境づくりを進

めることで、引き続き、全小学校区への設置を目指します。 

子ども・若者の健全育成に向けては、引き続き、地域の青少年育成指導員による街頭パトロー

ルやこども 110 番の家の設置拡大など地域で子どもを守る活動に取り組みます。 

結婚等に伴い、本市内で新たに生活を始める新婚夫婦等の居住費用などを助成する「結婚等新

生活支援補助金」については、効果的な制度となるよう実績を分析するなど、より結婚等をしや

すい環境づくりや転入・定住促進等につなげていきます。 

幼稚園や保育所（園）等の就学前児童施設から小学校への

就学を円滑につなげるため、令和４年度より「幼保こ小の架

け橋プログラム事業」の取り組みを、全小学校区において進

めています。 

今年度については、引き続き、就学前児童施設と小学校と

の交流に取り組むとともに、枚方市内の各校区において作成

した、校区版のカリキュラムである「架け橋コンパス」を活

用し、より一層のスムーズな就学、その後の学びの継続つな

がるよう、将来にわたる取り組みとして推進していきます。 
１年生と５歳児が生活科の授業で交流する様子 
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取り組みの成果を測る指標 令和７年度目標値 令和６年度実績（参考） 

中学校区ごとに１名ＳＳＷを配置（19 名） 19名 12名 

子ども食堂の子どもの延べ参加数 24,000 人 23,610人 

 

 

重点的な取り組み：待機児童対策の推進 

【施策シート：１５―０１】 

 

待機児童対策として、年度途中に国定義の待機児童が発生していた東部エリアにおいて徳風臨

時保育室を開設し、年度途中での育休復帰や転入などへの対応をしながら、今後も引き続き、通

年の待機児童ゼロの早期実現に向けて様々な手法に取り組みます。 

また、喫緊の課題である保育士の確保については、保育士等就職支援センターにおける出張相

談会やセミナーの開催等を通して、潜在保育士の掘り起こしや、新たな保育士の確保に取り組む

とともに、民間活力を活用して潜在保育士のニーズ把握等に努め、より多くの就職につなげてい

きます。 

 

取り組みの成果を測る指標 令和７年度目標値 令和６年度実績（参考） 

保育所等利用待機児童数調査 

要領に基づく待機児童数 
０人 ０人 

希望する施設を利用できてい 

ない児童数 
176 人 197人 

保育士等マッチング件数 25件 18件 

※児童数に係る令和７年度目標値、令和６年度実績（参考）については、それぞれ翌年度４月１ 

日時点の値を記載しています。 

 


